
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８仙第３４号 

事故等名 漁船第二十五勝運丸運航阻害 

発生年月日時 平成２０年４月５日 ０５時１５分ごろ 

発生場所 岩手県久慈牛島灯台から真方位０５２°１４.４Ｍ付近 

（北緯４０°２２′、東経１４２°０５′付近） 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：平成２０年１０月１日仙台・地方事故調査官が海難報告書を精査、１１月１

７日船舶所有者及び漁船保険組合、同月２０日修理業者への電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

漁船第二十五勝運丸 ７５トン 

１２８２３５ 

金勘漁業株式会社 

乗組員等に関する情報 機関長 四級海技士（機関） 

負傷者 なし 

損傷 主機過給機のブロアー及びタービン回転羽根損傷 

事故等の経過 本船は、沖合底びき網漁業に従事するため岩手県宮古港を出港し、岩手県久慈沖に

おいて操業中、平成２０年４月５日０５時１５分ごろ、主機に異音が発生した。上記場所

で点検の結果、過給機に異常を認め、操業を中止し、機関負荷を半分程度まで下げて

宮古港に帰港した。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

あり 

本船が操業中、主機過給機のブロアー軸受が損傷したため、

ローター軸に加わっていたスラストが受けられず、ローター

回転羽根が過給機ケーシングと接触したものと考えられる。 

平成１９年９月、主機排気管の亀裂を船内で溶接修理をした

際、溶接スラグを十分取り除かなかった可能性があると考え

られる。 

原因 本インシデントは、本船が操業中、ブロアー軸受が損傷したため、ローター回転羽根

が過給機ケーシングと接触したことにより発生したものと考えられる。 

ブロアー軸受が損傷したことは、主機排気管の亀裂を船内で溶接修理をした際、溶接

スラグを十分取り除かなかったため過給機ノズルに詰まり、排気ガス速度が高くなっ

てブロアーの回転が上昇したことによる可能性があると考えられる。 

 

その他の事項 なし 

 




